
個
人
住
民
税
と
所
得
税
で
は
、
扶
養
控
除

や
配
偶
者
控
除
な
ど
の
人
的
控
除
額
に
差
が

あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
同
じ
収
入
金
額
で

も
、
住
民
税
の
課
税
所
得
は
、
所
得
税
よ
り

も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
個
人
住
民
税

の
税
率
を
５
％
か

ら
10
％
に
引
き
上

げ
た
場
合
、
所
得

税
の
税
率
を
引
き

下
げ
た
だ
け
で

は
、
合
計
の
税
負

担
額
が
増
え
て
し

ま
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
の
た
め
、

個
々
の
納
税
者
の

人
的
控
除
の
適
用

状
況
に
応
じ
て
、

個
人
住
民
税
を
減

額
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
合
計
の
税
負
担
額
が
変
わ
ら
な
い
よ

う
に
し
ま
す
。

※課税所得とは…給与や事業収入などの「収入」から給与所
得控除や基礎控除、扶養控除、社会保険料控除といった諸
控除を差し引いた残りの金額のことで、この額に税率を掛
けたものが所得割額になります。

H 1 8 . 10. 1  8

。

200万円以下の部分については5％、200～300万円の部分に
ついては10％の税率が適用されます。
200万円×5％＋(300万円-200万円)×10％＝20万円

全ての段階において10％の税率が適用さ
れます。
300万円×10％＝30万円
※実際の税額は、この他に人的控除の差に対応した減
額措置が講じられます。

税率が5％から10％になりますので、平成18年度に比べ約2倍の税額となります。

税率10％は変わりませんが、200万円以下の部分に適用されていた5％の税率が10％と
なるため、平成18年度に比べ約10万円の増額となります。

700万円を超える部分に適用されていた13％の税率は10％に下がりますが、200万円以
下の部分に適用されていた5％の税率が10％となるため、一概に減額とはならず、課
税所得によっては増額となる場合もあります。

※均等割については変更がないため、所得割が課税されない方（均等割のみ課税の方）については税額の変更はありません。
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平
成
18
年
ま
で
の
入
居
者
に
つ
い
て
、
今

回
の
税
源
移
譲
に
よ
っ
て
、
平
成
19
年
以
降

の
所
得
税
に
お
け

る
住
宅
ロ
ー
ン
控

除（
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
）に
よ
る

減
税
額
が
減
っ
て

し
ま
う
場
合
に
は
、

そ
の
分
を
翌
年
度

の
個
人
住
民
税
で

減
税
す
る
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

な
お
、
こ
の
措
置
は
、
平
成
20
年
度
か
ら

平
成
28
年
度
ま
で
の
個
人
住
民
税
に
つ
い
て

適
用
さ
れ
ま
す
。

●独身者の場合の所得税と住民税の合計税額

●夫婦＋子供2人（うち1人が特定扶養親族に該当）の場合の所得税と住民税の合計税額

18年度
所得割額の7.5％相当額
（2万円が上限）

19年度以降
廃　　止

税務課　市民税担当

※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
★平成19年分所得税、平成19年度住民税から定率減税が廃止されるなどの影響があることにご留意ください。


